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年金受給資格期間に算入されます

【
ね
ん
き
ん
相
談
】

 
七
月
十
九
日（
木
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で
　

　
場
所
／
総
合
セ
ン
タ
ー
第
一
研
修
室
（
役
場
佐
賀
庁
舎
前
）

国
民
年
金
保
険
料
が
納
め
ら
れ
な
い

そ
ん
な
時
は
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
が
納
め
ら
れ
な
い

そ
ん
な
時
は
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
が
納
め
ら
れ
な
い

そ
ん
な
時
は
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

―国民年金―
　
経
済
的
に
保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
方
で
、
本
人
・
配
偶
者
・
世

帯
主
の
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
に
、
申
請
に
よ
り
保
険

料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。
　

　
こ
の
申
請
免
除
制
度
に
は
、
保

険
料
の
全
額
が
免
除
さ
れ
る
「
全

額
免
除
」
と
、
保
険
料
の
一
部
を

納
付
す
る
「
一
部
納
付
（
一
部
免

除
）
」
制
度
が
あ
り
ま
す
。

【
一
部
納
付（
一
部
免
除
）制
度
】

　
保
険
料
の
一
部
を
納
付
す
る
こ

と
で
、
残
り
の
保
険
料
の
納
付
が

免
除
と
な
る
制
度
で
す
が
、
承
認

を
受
け
て
も
、
一
部
保
険
料
を
納

付
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
未
納
と

同
じ
に
な
り
ま
す
の
で
、
将
来
の

年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
未
納
の
場
合
、
障
害
や

死
亡
と
言
っ
た
不
慮
の
事
態
が
生

じ
た
と
き
に
、
年
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◇
一
部
納
付
は
三
種
類
で
す
。

・
四
分
の
一
納
付

　
保
険
料
 

三
千
五
百
三
十
円

・
二
分
の
一
納
付

　
保
険
料
　
七
千
五
十
円

・
四
分
の
三
納
付

　
保
険
料
　
一
万
五
百
八
十
円

　
他
の
年
齢
層
に
比
べ
て
所
得
が

少
な
い
若
年
層
（
二
十
歳
代
）
の

方
は
、
申
請
す
れ
ば
、
本
人
お
よ

び
配
偶
者
の
前
年
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
に
、
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
保
険
料
の
後
払
い

が
で
き
る
制
度
で
す
。

●
申
請
お
よ
び
承
認
期
間
 

　
承
認
期
間
は
、
七
月
か
ら
翌
年

六
月
ま
で
で
す
。

　
現
在
免
除
な
ど
の
承
認
を
受
け

て
い
る
方
が
、
引
き
続
き
申
請
を

さ
れ
る
場
合
は
、
で
き
る
限
り
七

月
に
申
請
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

　
不
慮
の
事
故
や
病
気
が
発
生
し

て
か
ら
申
請
を
行
っ
て
も
、
障
害

や
遺
族
と
い
っ
た
年
金
の
受
給
資

格
要
件
に
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
特
例
免
除
は
、
申
請
す
る

年
度
ま
た
は
前
年
度
に
お
い
て
退

職
（
失
業
）
の
事
実
が
あ
る
場
合

に
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
申
請
を
行
う
場
合
は
、
雇
用
保

険
受
給
者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
な
ど
の
写
し
を
添
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　
全
額
免
除
や
納
付
猶
予
の
承
認

を
受
け
た
期
間
は
、
年
金
の
受
給

資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給

す
る
時
は
、
図
の
と
お
り
計
算
さ

れ
ま
す
。

　
な
お
、
十
年
以
内
で
あ
れ
ば
追

納
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

年
金
額
を
満
額
に
近
づ
け
る
た
め

に
も
、
余
裕
が
で
き
た
と
き
に
追

納
す
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す

（
三
年
度
目
以
降
に
保
険
料
を
追

納
す
る
場
合
は
、
当
時
の
保
険
料

に
一
定
の
加
算
額
が
か
か
り
ま
す
）。

　
申
請
手
続
き
は
、
役
場
の
国
民

年
金
担
当
窓
口
で
受
け
付
け
し
て

い
ま
す
。

　
学
生
の
方
に
は
「
学
生
納
付
特

例
制
度
」（
今
年
度
か
ら
在
学
予

定
期
間
の
記
入
が
必
要
に
な
り
ま

し
た
）
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ
・
申
請
窓
口

　
大
方
総
合
支
所 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

　
蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所 

総
務
課 

住
基
戸
籍
係

　
蕁
５
５
―
３
７
０
１（
直
通
）

休
日
・
時
間
外
の
年
金
相
談
の
お

知
ら
せ
（
七
月
）

場
所
 

　
高
知
社
会
保
険
事
務
局 

幡
多
事
務
所

・
七
月
九
日
（
第
二
月
曜
日
）

　
午
後
七
時
ま
で
時
間
延
長

・
七
月
十
四
日
（
第
二
土
曜
日
）

　
午
前
九
時
半
か
ら
午
後
四
時
ま
で

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
社
会
保
険
事
務
局 

幡
多
事
務
所

蕁
３
４
―
１
６
１
６

申
請
免
除
制
度

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

退
職
（
失
業
）に
よ
る
特
例
免
除

全
額
免
除
や
納
付
猶
予
の
承
認

を
受
け
た
期
間
は
…


